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2023年 10月 20 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＪＦＬＡホールディングス 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長   檜垣 周作 

 （コード番号：3069 STANDARD） 

問合せ先 法務総務部長       尾崎 富彦 

 （TEL.03 – 6311 - 8892） 

 

臨時株主総会開催及び付議議案（定款の一部変更、資本金の額の減少（減資）等）決定に

関するお知らせ 

 

株式会社ＪＦＬＡホールディングス（東京都中央区、代表取締役社長 檜垣 周作、以下「当社」

といいます。）は９月１日及び９月 14 日に開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設

定に関するお知らせ」及び「株式会社地域経済活性化支援機構による株式会社ＪＦＬＡホールディ

ングスへの再生支援決定、第三者割当によるＡ種種類株式の発行に関するお知らせ」に記載の通り、

2023 年８月 31 日を基準日とした臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、本日

開催の取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

Ⅰ．臨時株主総会の開催日時及び場所 

・開催日時 

 2023 年 11月 21 日（火曜日） 午前 10時 

 （受付開始は午前９時を予定しております。） 

 

・開催場所 

東京都中央区日本橋箱崎町 42-１ 

東京シティエアターミナル１Ｆ T-CATホール 

 

 

Ⅱ．決議事項 

第１号議案 定款一部変更の件 

第２号議案 第三者割当によるＡ種種類株式発行の件 

第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件 

第４号議案 取締役２名選任の件 

第５号議案 監査役２名選任の件 
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Ⅲ．決議内容 

１． 定款一部変更の件 

（１）定款一部変更の目的 

Ａ種種類株式の発行を可能とするため、新たな種類の株式としてＡ種種類株式を追加し、Ａ種

種類株式に関する規定を新設するとともに、Ａ種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権

の行使による普通株式の発行に備えて、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総

数を増加するものであります。また、経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を

８名以内から 10名以内に変更するものであります。 

なお、定款一部変更(以下、「本定款変更」といいます)の効力発生は、第２号議案乃至第４号議

案が原案どおり承認可決されることを条件とするものであります。 

 

（２）本定款変更の内容 

変更内容は別紙１「定款変更案」のとおりです。 

 

（３）本定款変更の日程 

2023年 10月 20日 取締役会決議日 

2023年 11月 21日 本臨時株主総会等の決議日（予定） 

2023年 11月 21日 本定款変更の効力発生日（予定） 

 

２．第三者割当によるＡ種種類株式発行の件 

（１）発行の目的 

９月 14 日に開示いたしました「株式会社地域経済活性化支援機構による株式会社ＪＦＬＡホ

ールディングスへの再生支援決定、第三者割当によるＡ種種類株式の発行に関するお知らせ」に

おける「Ⅰ．本第三者割当増資について ５．募集の目的及び理由」に記載しております。 

 

（２）本種類株式発行内容 

９月 14 日に開示いたしました「株式会社地域経済活性化支援機構による株式会社ＪＦＬＡホ

ールディングスへの再生支援決定、第三者割当によるＡ種種類株式の発行に関するお知らせ」に

おける「Ⅰ．本第三者割当増資について １．募集の概要」に記載しております。 

 

（３）本種類株式発行日程 

2023年 10月 20日   取締役会決議日 

2023年 11月 21日   本臨時株主総会等の決議日（予定） 

2023年 11月下旬   機構による買取り決定等、出資決定（予定） 

2024年１月１日から 

2024年３月 29 日まで  本第三者割当増資の実行（予定） 
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３．資本金及び資本準備金減少の件 

（１）資本金及び資本準備金減少の目的 

当社は、早期に財務体質の健全化を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、Ａ

種種類株式発行と併せて、会社法第 447条第１項及び会社法第 448条第１項の規定に基づき、次

のとおり資本金及び資本準備金(以下、「本資本金等」といいます)の額の減少を行い、分配可能

額を構成するその他資本剰余金へ振替するものであります。 

なお、本資本金等の額の減少については、本第三者割当増資の払込がなされること並びに第１

号議案、第２号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決されることを条件とするものであり

ます。 

  ① 減少する資本金の額及びその方法 

本第三者割当増資後の資本金の額 4,801,306,143 円のうち 1,000,000,000 円を減少し、

同額をその他資本剰余金に振り替えるものといたします。 

 

  ② 減少する資本準備金の額及びその方法 

本第三者割当増資後の資本準備金の額 1,942,875,294円のうち 1,000,000,000円を減少

し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものといたします。 

 

（２）減資の日程 

2023年 10月 20日   取締役会決議日 

2023年 11月 21日   臨時株主総会決議日（予定） 

2024年１月下旬   債権者異議申述公告日（予定） 

2024年２月下旬   債権者異議申述最終期日（予定） 

2024年３月 29 日   減資の効力発生日（予定） 

2024年３月 29 日   資本金及び資本準備金の額の減少（予定） 

 

（３）今後の見通し 

本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産の額の

変動はなく、業績に与える影響はありません。 

 

Ⅳ．取締役２名選任の件 

本事業再生計画の遂行にあたり、本第三者割当増資後の経営体制の充実強化のため、本引受契

約の規定に従い、本割当予定先が指名した取締役候補者２名の選任をお願いするものであります。 

なお、本議案に係る取締役の選任の効力は、本第三者割当増資の払込がなされること及び第１

号議案乃至第３号議案が原案どおり承認可決されることを条件とするものであります。 
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取締役候補者は、次のとおりであります。 

１．新任取締役の候補者 

氏名 新役職名 現役職名 

鈴木 啓介 取締役 － 

木村 康一郎 取締役 － 

 

 

Ⅴ．監査役２名選任の件 

本臨時株主総会終結の時をもって、監査役の大野千幸氏が辞任されますので、その補欠として

監査役１名の選任をお願いするとともに、監査機能強化のための１名増員と併せ、監査役２名の

選任をお願いするものであります。なお、候補者の緒方昇氏は、辞任する大野千幸氏の補欠とし

て選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、辞任する大野千幸氏の任

期の満了する時までとなります。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得てお

ります。 

 

監査役候補者は次のとおりであります。 

１．新任監査役の候補者 

氏名 新役職名 現役職名 

緒方 昇 常勤監査役 － 

田邉 絵理子 監査役(社外) － 

 

以上 
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